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コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
で
生
じ
た
不
正
送
金
に
伴
う
日
本
円
返
金
の
課
税
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
一
月
二
十
八
日
、
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
は
、
「
不
正
に
送
金
さ
れ
た
仮
想
通
貨
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
保
有
者
に
対
す
る
補
償

方
針
に
つ
い
て
」
を
発
表
し
、
「
仮
想
通
貨
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
不
正
送
金
に
伴
い
、
対
象
と
な
る
約
二
十
六
万
人
の
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
保
有
者

に
対
し
」
、
「
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
保
有
者
全
員
に
、
日
本
円
で
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
ウ
ォ
レ
ッ
ト
に
返
金
」
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
二
月
十
三
日
以
後
、
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
る
日
本
円
で
の
返
金
が
は
じ
ま
っ
た
。

二
月
六
日
、
麻
生
財
務
大
臣
は
、
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
が
日
本
円
で
返
金
す
る
場
合
、
返
金
額
が
顧
客
の
取
得
価
格
を
上
回
っ

て
い
れ
ば
所
得
税
の
課
税
対
象
と
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
閣
議
後
の
記
者
会
見
で
「
預
か
っ
て
い
る
金
を
返
し
た
だ
け
で

は
（
対
象
に
）
な
ら
な
い
が
、
（
利
益
を
上
げ
た
か
の
）
形
に
よ
る
」
と
述
べ
た
。

コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
が
顧
客
に
返
金
す
る
日
本
円
に
ど
う
課
税
す
る
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
昨
今
の
仮
想
通
貨
の
急
激
な

高
騰
に
と
も
な
い
、
多
く
の
顧
客
の
保
有
す
る
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
返
金
時
の
価
格
は
、
取
得
価
格
よ
り
も
上
回
っ
て
い
る
も
の
が
多
い

と
考
え
ら
れ
る
。
取
得
価
格
よ
り
も
値
上
が
り
し
て
い
れ
ば
、
差
額
は
利
益
と
み
な
さ
れ
る
た
め
、
課
税
対
象
に
な
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
不
正
送
金
の
被
害
を
受
け
た
顧
客
が
強
制
的
に
利
益
を
確
定
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら

の
被
害
を
受
け
た
顧
客
は
納
税
を
迫
ら
れ
る
。

一



た
だ
し
、
所
得
税
法
で
は
、
交
通
事
故
の
損
害
賠
償
金
な
ど
は
非
課
税
と
定
め
て
い
る
。
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

「
交
通
事
故
な
ど
の
た
め
に
、
被
害
者
が
次
の
よ
う
な
治
療
費
、
慰
謝
料
、
損
害
賠
償
金
な
ど
を
受
け
取
っ
た
と
き
は
、
こ
れ

ら
の
損
害
賠
償
金
等
は
非
課
税
と
な
り
ま
す
」
と
し
て
、
「
不
法
行
為
そ
の
他
突
発
的
な
事
故
に
よ
り
資
産
に
加
え
ら
れ
た
損

害
に
つ
い
て
受
け
る
損
害
賠
償
金
な
ど
。

具
体
的
に
は
、
事
故
に
よ
る
車
両
の
破
損
に
つ
い
て
受
け
る
損
害
賠
償
金
な
ど
で

す
」
と
例
示
さ
れ
て
い
る
。

旧
ラ
イ
ブ
ド
ア
の
粉
飾
決
算
事
件
で
は
、
株
価
急
落
で
同
社
が
株
主
ら
に
支
払
っ
た
賠
償
金
に
つ
い
て
、
課
税
対
象
と
主
張

す
る
国
税
当
局
と
株
主
側
が
訴
訟
で
争
っ
た
も
の
の
、
非
課
税
と
す
る
判
決
が
確
定
し
て
い
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日
の
神
戸
地
裁
の
判
決
に
よ
る
と
、
原
告
の
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
の
夫
婦
は
平
成
二
十
一
年
、

和
解
が
成
立
し
た
ラ
イ
ブ
ド
ア
側
か
ら
賠
償
金
約
一
億
八
千
万
円
を
受
け
取
っ
た
が
、
洲
本
税
務
署
は
こ
の
賠
償
金
を
課
税
所

得
と
み
な
し
、
平
成
二
十
二
年
六
月
、
過
少
申
告
加
算
税
を
含
め
計
約
三
千
九
百
万
円
を
追
徴
課
税
し
た
。
原
告
側
は
「
賠
償

金
は
粉
飾
決
算
に
よ
る
株
価
下
落
分
の
補
填
で
あ
り
、
利
得
で
な
い
」
な
ど
と
し
て
提
訴
し
、
判
決
は
、
原
告
側
の
主
張
を
ほ

ぼ
認
め
、
約
二
千
九
百
万
円
の
課
税
取
り
消
し
を
命
じ
た
。
国
税
側
は
控
訴
を
断
念
し
、
判
決
確
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

二



一

コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
が
顧
客
に
返
金
し
た
日
本
円
は
、
昨
今
の
仮
想
通
貨
の
急
激
な
高
騰
に
と
も
な
い
、
多
く
の
顧
客
の
保

有
す
る
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
返
金
時
の
価
格
は
、
取
得
価
格
よ
り
も
上
回
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
取
得

価
格
よ
り
も
値
上
が
り
し
て
い
れ
ば
、
差
額
は
利
益
と
み
な
さ
れ
、
所
得
税
の
課
税
対
象
に
な
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如

何
。

二

麻
生
財
務
大
臣
は
、
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
が
日
本
円
で
返
金
す
る
場
合
、
返
金
額
が
顧
客
の
取
得
価
格
を
上
回
っ
て
い
れ
ば

所
得
税
の
課
税
対
象
と
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
、
「
預
か
っ
て
い
る
金
を
返
し
た
だ
け
で
は
（
対
象
に
）
な
ら
な
い
が
、

（
利
益
を
上
げ
た
か
の
）
形
に
よ
る
」
と
述
べ
た
が
、
政
府
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
課
税
方
針
で
い
る
の
か
。
当
該
事
案
に

関
し
て
、
そ
の
課
税
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

三

所
得
税
法
で
は
、
交
通
事
故
の
損
害
賠
償
金
な
ど
は
非
課
税
と
定
め
て
い
る
。
「
不
法
行
為
そ
の
他
突
発
的
な
事
故
に
よ

り
資
産
に
加
え
ら
れ
た
損
害
に
つ
い
て
受
け
る
損
害
賠
償
金
な
ど
」
に
つ
い
て
は
、
非
課
税
と
し
て
い
る
が
、
コ
イ
ン

チ
ェ
ッ
ク
に
よ
る
当
該
事
案
も
、
「
不
法
行
為
そ
の
他
突
発
的
な
事
故
に
よ
り
資
産
に
加
え
ら
れ
た
損
害
」
で
あ
り
、
日
本

円
に
よ
る
返
金
は
、
「
損
害
賠
償
」
で
あ
る
と
み
な
し
、
非
課
税
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

今
後
、
仮
想
通
貨
の
不
正
ア
ク
セ
ス
な
ど
で
顧
客
の
保
有
す
る
資
産
に
損
害
が
生
じ
、
そ
れ
を
仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
損

三



失
補
填
す
る
場
合
に
、
繰
り
返
し
被
害
が
生
じ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
当
該
仮
想
通
貨
で
は
な
く
、
日
本
円
な
ど
で
返

金
さ
れ
る
こ
と
を
顧
客
が
望
ん
だ
場
合
、
そ
の
返
金
に
つ
い
て
は
、
「
不
法
行
為
そ
の
他
突
発
的
な
事
故
に
よ
り
資
産
に
加

え
ら
れ
た
損
害
に
つ
い
て
受
け
る
損
害
賠
償
金
」
に
該
当
す
る
と
み
な
し
、
非
課
税
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解

如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


